
教
養
室

生
活
改
善
室

学
習
室

交
流
の
間

パ
ソ
コ
ン
教
室

大
会
議
室

五
條
市
長　

吉
野
晴
夫

　

こ
こ
に
、
五
條
市
市
制
五
〇
周
年
の
記
念
の

年
に
五
條
市
人
権
総
合
セ
ン
タ
ー
の
竣
工
式
を

迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
市
民
の

皆
様
方
と
共
に
喜
び
に
た
え
ま
せ
ん
。

　

当
セ
ン
タ
ー
の
旧
施
設
で
あ
り
ま
す
五
條
文

化
会
館
に
つ
き
ま
し
て
は
、
建
築
後
38
年
、
五

條
東
児
童
館
・
東
老
人
憩
の
家
は
、
建
築
後
28

年
と
、
そ
れ
ぞ
れ
経
過
年
数
と
共
に
老
朽
化
が

進
み
、
大
規
模
改
修
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
分
散
し
て
い
た
３
館
を
一
つ
に
統

合
し
た
複
合
施
設
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
便

性
や
効
率
性
の
ア
ッ
プ
・
維
持
管
理
費
等
の
経

費
削
減
を
図
っ
た
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

新
装
に
輝
く
当
セ
ン
タ
ー
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
り
３
階
建
て
で
、
大
会
議
室
・
生
活

改
善
室
・
パ
ソ
コ
ン
教
室
・
交
流
の
間
・
図
書

コ
ー
ナ
ー
・
娯
楽
室
・
遊
戯
室
と
高
齢
者
か
ら

子
ど
も
ま
で
世
代
を
超
え
た
交
流
が
で
き
る
総

合
施
設
で
あ
り
ま
す
。

　

市
政
は
市
民
の
幸
せ
に
つ
な
が
り
、
市
民
の

幸
せ
は「
今
日
の
喜
び
」と「
明
日
へ
の
夢
」が
調

和
し
た
明
る
い
豊
か
な
市
民
生
活
の
上
に
培
わ

れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
施
設
が
、「
福
祉
向
上
や
人
権
啓
発
の
拠

点
施
設
」・「
住
民
交
流
の
拠
点
と
な
る
機
能
・

役
割
を
果
た
せ
る
施
設
」と
し
て
、
地
域
に
密

着
し
た
施
設
と
し
て
の
活
動
を
展
開
し
、
日
常

生
活
に
根
ざ
し
た
街
づ
く
り
を
果
た
す
施
設
と

し
て
広
く
親
し
ま
れ
る
こ
と
を
念
願
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
建
設
に
際
し
ま
し
て
、
各
方
面
か
ら

お
寄
せ
く
だ
さ
い
ま
し
た
暖
か
い
ご
支
援
・
ご

協
力
に
対
し
ま
し
て
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
と
と
も
に
、
今
後
施
設
運
営
に
は
、
遺

憾
な
く
そ
の
機
能
を
発
揮
し
、
市
民
か
ら
親
し

ま
れ
る
総
合
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
そ
の
使
命
を

果
た
し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
市
民

各
位
の
一
層
の
ご
協
力
・
ご
支
援
を
切
に
お
願

い
致
し
ま
す
。

五
條
市
人
権
総
合
セ
ン
タ
ー
の

竣
工
に
あ
た
り

■
セ
ン
タ
ー
事
業
の
概
要

　

当
セ
ン
タ
ー
は
、
旧
３
館
の
事
業
を
継

承
し
な
が
ら
、
よ
り
広
い
範
囲
の
住
民
や

児
童
を
対
象
と
し
た
事
業
を
総
合
的
に
進

め
て
い
き
ま
す
。
主
な
事
業
は
次
の
と
お

り
で
す
。

　

隣
保
館
事
業
と
し
て
は
、
生
活
・
福
祉

の
向
上
、
自
主
・
自
立
、
人
権
の
推
進
を

柱
に
、
各
種
相
談
や
地
域
福
祉
・
保
健
活

動
の
実
施
、
住
民
の
交
流
と
生
涯
学
習
の

推
進
を
図
る
文
化
祭
や
文
化
教
室
等
の
開

催
、啓
発
・
広
報
活
動
や
講
演
会
等
の
実
施
、

地
域
団
体
と
の
連
携
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
等
を
実
施
・
支
援
し
ま
す
。

　

老
人
憩
の
家
と
し
て
の
事
業
は
、
高
齢

者
の
親
ぼ
く
、
生
き
が
い
対
策
、
心
身
の

健
康
増
進
を
図
る
た
め
の
教
室
等
を
開
催
・

支
援
し
ま
す
。

　

児
童
館
事
業
と
し
て
は
、
遊
び
や
教
室
、

集
団
活
動
な
ど
を
通
じ
て
児
童
の
協
調
性

や
自
立
心
、
情
操
、
集
中
力
等
を
養
う
と

共
に
創
造
力
や
感
性
を
は
ぐ
く
み
、
ま
た

児
童
や
保
護
者
の
地
域
組
織
や
学
校
と
の

連
携
に
よ
っ
て
相
互
の
理
解
や
つ
な
が
り

を
深
め
、
児
童
の
健
全
な
育
成
を
図
り
ま

す
。
子
ど
も
人
権
学
習
を
通
じ
て
は
、
小
・

中
学
生
の
人
権
意
識
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

■問合先

　五條市人権総合センター

　　　五條市五條４丁目１番３号
　　　☎２４・３７２７
　▽通常業務時間
　　平日　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（土・日曜・祝日、年末年始＝
　　　　　１２月２９日～１月３日は休館）
※会議室等各室貸出の時間は、午前９時～午後10時
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